


別
表
第
十
九
号
の
項
中

｢

次
に
掲
げ
る
事
務｣

の
下
に

｢
(

た
だ
し､

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
つ
い
て
は､

四
日
市
市
を
除
く

｡)
｣

を
加
え
る

｡

附

則

こ
の
規
則
中
別
表
に
第
十
六
号
の
二
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
は
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら､

別
表
第
十
九
号
の
項
の
改
正
規

定
は
同
年
二
月
七
日
か
ら
施
行
す
る

｡

三
重
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

三

重

県

知

事

野

呂

昭

彦

三
重
県
規
則
第
八
十
号

三
重
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則

(
昭
和
四
十
一
年
三
重
県
規
則
第
五
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る

｡

(

残
存
耐
用
年
数
の
算
出)

第
五
条
の
二

条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
残
存
耐
用
年
数
は､

減
価
償
却
資
産
の

耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令

(

昭
和
四
十
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号)

の
規
定
に
よ
る
耐
用
年
数
か
ら､

当
該
広
告
物
の
表
示
又
は

当
該
掲
出
物
件
の
設
置
に
関
す
る
工
事
を
完
了
し
た
日
の
翌
日
か
ら
条
例
第
八
条
の
二
第
五
項
又
は
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

の
日
ま
で
の
年
数
を
控
除
す
る
こ
と
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
す
る

｡

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

｡

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず､

一
の
地
域
又
は
場
所
が
新
た
に
条
例
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
区
域
と
な
つ
た
際､

当
該
地
域
又
は
場
所
に
お
い
て
現
に
適
法
に
表
示
さ
れ
て
い
る
広
告
物
又
は
設
置
さ
れ
て
い
る
掲
出
物
件

(

第
七
条
に
規
定
す
る

基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

｡)

に
つ
い
て
は､

別
表
の
第
三
に
定
め
る
許
可
基
準
の
う
ち
面
積
及
び
高
さ
に
係
る
も
の
は
適

用
し
な
い

｡

た
だ
し､

減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
に
規
定
す
る
耐
用
年
数
を
経
過
し
た
も
の
に
つ
い
て
は､

こ
の
限
り
で
な
い

｡

第
十
一
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る

｡
(

保
管
広
告
物
等
の
掲
示
場
所)

第
十
一
条
の
二

条
例
第
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
場
所
は､

保
管
し
た
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
放
置
さ
れ
て
い
た

場
所
を
所
管
す
る
県
民
局
建
設
部
の
掲
示
場
と
す
る

｡

(

保
管
広
告
物
等
の
売
却
の
手
続)

第
十
一
条
の
三

条
例
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
保
管
し
た
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
売
却
は､

競
争
入
札
又
は
せ
り

売
り
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

｡

た
だ
し､

地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の

二
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は､

随
意
契
約
に
よ
り
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る

｡

(

保
管
広
告
物
等
の
返
還
の
手
続)

第
十
一
条
の
四

知
事
は､

保
管
し
た
広
告
物
又
は
掲
出
物
件

(

条
例
第
十
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
売
却
し
た
代
金
を
含

む

｡)

を
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
所
有
者
等
に
返
還
す
る
と
き
は､

返
還
を
受
け
る
者
に
そ
の
氏
名
及
び
住
所
を
証
す
る

に
足
り
る
書
類
を
提
示
さ
せ
る
等
の
方
法
に
よ
つ
て
そ
の
者
が
当
該
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
返
還
を
受
け
る
べ
き
所
有
者
等
で

あ
る
こ
と
を
証
明
さ
せ､

か
つ､

受
領
書

(

第
十
号
様
式
の
三)

と
引
換
え
に
返
還
す
る
も
の
と
す
る

｡

別
表
中

｢の
ぼ
り
｣

を

｢広
告
旗
｣

に
改
め
る

｡

第
十
号
様
式
の
二
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る

｡

平
成
16
年
12
月
20
日

三
重

県
公

報
号

外
(
2
)



返 還 を 受 け た 日

返還を受けた場所

返

還

を

受

け

た

広

告

物

等

名称又は種類

数 量

広 告 主

広 告 内 容

(返還を受けた金額等)

第10号様式の３ (第11条の４関係)

受 領 書

年 月 日

三重県知事 様

返還を受けた者

住 所

氏 名 印□

次のとおり広告物又は掲出物件 (若しくは現金) の返還を受けました｡

(規格Ａ４)

附 則

こ の 規 則 は ､ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る

｡

平 成 16 年 12 月 20 日 三 重 県 公 報 号 外 ( 3 )



人
事
委
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
は､

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
三
重
県
条
例
第
六
十
七
号)

の
規
定
に
基
づ
き､

三
重

県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

二

(

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

二

(

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

二
(

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

｡

第
十
一
条

削
除

附

則

こ
の
規
則
は､

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

｡

三
重
県
人
事
委
員
会
は､

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(
昭
和
二
十
九
年
三
重
県
条
例
第
六
十
七
号)

の
規
定
に
基
づ
き､

三
重

県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

一
五

(

農
林
漁
業
改
良
普
及
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

一
五

(

農
林
漁
業
改
良
普
及
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

一
五

(

農
林
漁
業
改
良
普
及
手
当
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
二
条
中

｢

第
二
十
条
の
二
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
条
第
一
項｣

に
改
め､

同
条
第
一
号
中

｢

第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号｣

を

｢

第
二
十
条
第
二
項
第
一
号｣

に
改
め､

同
条
第
二
号
中

｢

第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
二
号｣

を

｢

第
二
十
条
第
二
項
第
二
号｣

に
改
め
る

｡

第
三
条
中

｢

第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号｣

を

｢

第
二
十
条
第
二
項
第
一
号｣

に
改
め
る

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

｡

三
重
県
人
事
委
員
会
は､

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
三
重
県
条
例
第
六
十
七
号)

及
び
職
員
の
給
与
等
に
関

す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

昭
和
四
十
五
年
三
重
県
条
例
第
四
十
号)

の
規
定
に
基
づ
き､

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

七

－

三
〇

(

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

三
〇

(

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

三
〇

(

職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

｡

別
表
第
一
中

｢

飯
南
郡
飯
高
町
大
字
波
瀬｣

を

｢

松
阪
市
飯
高
町
波
瀬｣

に
改
め
る

｡

別
表
第
二
中

｢

飯
南
郡
飯
高
町
大
字
七
日
市｣

を

｢

松
阪
市
飯
高
町
七
日
市｣

に
改
め
る

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

｡

三
重
県
人
事
委
員
会
は､

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
三
重
県
条
例
第
六
十
七
号)

の
規
定
に
基
づ
き､

三
重

県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

五
八

(

平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
特
例
措
置
に
関
す
る
規
則)

を
廃
止
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

五
八

(

平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
特
例
措
置
に
関
す
る
規
則)

を
廃
止

す
る
規
則

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則
七

－

五
八

(

平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
特
例
措
置
に
関
す
る
規
則)

は､

廃
止
す

る
｡

附

則

こ
の
規
則
は､

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

｡

平
成
16
年
12
月
20
日

三
重

県
公

報
号

外
(
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)



人
事
委
規
則

教
育
委

三
重
県
人
事
委
員
会
及
び
三
重
県
教
育
委
員
会
は､

公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
年
三
重
県
条
例
第
十
号)

の
規
定
に
基
づ
き､

公
立
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
教
育
委
員
会
委
員
長

竹

下

譲

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

公
立
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
立
学
校
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
年
三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る

｡

第
五
条
第
一
項
第
四
号
中

｢

第
二
十
五
条
の
二｣
を

｢
第
二
十
五
条｣

に
改
め
る

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

｡

三
重
県
人
事
委
員
会
及
び
三
重
県
教
育
委
員
会
は､

公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
年
三
重
県
条
例
第
十
号)

の
規
定
に
基
づ
き､

公
立
学
校
職
員
の
給
料
お
よ
び
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま
す

｡

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
教
育
委
員
会
委
員
長

竹

下

譲

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

公
立
学
校
職
員
の
給
料
お
よ
び
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
立
学
校
職
員
の
給
料
お
よ
び
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
年
三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る

｡

第
十
六
条
を
削
り､

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中

｢

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
五
条
第
一
項｣

に
改
め､

同
条
第
二

項
中

｢

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項｣

を

｢

第
二
十
五
条
第
二
項｣

に
改
め､

同
条
を
第
十
六
条
と
す
る

｡

第
十
六
条
の
三
第
一
項
中

｢

第
二
十
五
条
の
三
第
三
項｣

を

｢

第
二
十
五
条
の
二
第
三
項｣

に､

｢

第
二
十
五
条
の
二｣

を

｢
第

二
十
五
条｣

に
改
め､

同
条
第
二
項
中

｢

第
二
十
五
条
の
三
第
三
項｣

を

｢

第
二
十
五
条
の
二
第
三
項｣

に
改
め､

同
条
第
三
項
中

｢

第
二
十
五
条
の
三
第
二
項｣

を

｢

第
二
十
五
条
の
二
第
二
項｣

に
改
め､

同
条
第
四
項
中

｢

第
二
十
五
条
の
三
第
三
項｣

を

｢

第

二
十
五
条
の
二
第
三
項｣

に
改
め､

同
条
を
第
十
六
条
の
二
と
す
る

｡

第
十
八
条
中

｢

､

教
職
調
整
額
及
び
寒
冷
地
手
当｣

を

｢

及
び
教
職
調
整
額｣

に
改
め
る

｡

附

則

こ
の
規
則
は､

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

｡

三
重
県
人
事
委
員
会
及
び
三
重
県
教
育
委
員
会
は､

公
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
年
三
重
県
条
例
第
十
号)

の
規
定
に
基
づ
き､

公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
し
ま

す

｡

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
日

三
重
県
人
事
委
員
会
委
員
長

渡

辺

八

尋

三
重
県
教
育
委
員
会
委
員
長

竹

下

譲

三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
立
学
校
職
員
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
年
三
重
県
人
事
委
員
会
規
則

三
重
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次

平
成
16
年
12
月
20
日

三
重

県
公

報
号

外
(
5
)




